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三重県県土整備部 

新入会員のご紹介 

ZeNNETが新機能満載で「ラビーネット」としてリニューアル！ 
 
会員の皆様の毎日の業務に欠かせない、３０以上の業務支援ツールをご用意いたしましたので、 
ぜひご利用ください。 
コンテンツは１月１８日より順次更新され、さらに充実したものになる予定です。 
 
詳しくは、全日ホームページ（http://www.zennichi.or.jp/rabbynet_release/）をご覧ください。 

  今般、菰野町において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）に基づく土砂災害特別警戒区域等が下記のとおり指定されましたので、重要事項説明等

においてご留意願います。 
 
  指定地区 ： 三重郡菰野町千草 外 

  指定年月日 ： 平成２８年１１月２９日 

  告示番号 ： 三重県告示第７５５号、７５６号 
 

 県公報 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000669501.pdf 

  指定区域図など http://www.pref.mie.lg.jp/HOZEN/HP/06770006284.htm#dosyahoushiteijyoukyou 

土砂災害特別警戒区域等の指定について 

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました 

建物状況調査（インスペクション）の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律の 

施行期日を定める政令が 12月 26日に公布されましたので、お知らせいたします。 
 

（1）建物状況調査（インスペクション）に関する規定の施行期日  平成３０年４月 1日 
   

 既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を 

義務付け。 

  ● 媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の公布 

● 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明 

● 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の 

 公布 
 

（2）（1）以外の規定の施行期日 平成２９年４月１日 
 

  ● 営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外 

● 従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務  等 

 

ZeNNETが１月１８日より『ラビーネット』になります！ 

入会日 免許番号 商  号 代表者 所在地 ＴＥＬ 

28.12.15 知事(1)3448 石川 石川 英樹 桑名市長島町大倉 1番地 114 0594-42-5306 

 


